
平成２８年１０月より電子調達システムが全面適用されることに伴い、物

品・役務等の入札を場合については、「北海道開発局競争契約入札心得」（以

下「入札心得」という。）を以下の様に取り扱うこととする。

① 入札心得全文において「電子入札システム」を「電子調達システム」に

読み替えるものとする。

② 第９条を以下のとおり読み替えるものとする。

第９条 落札となるべき入札をした者が２人以上あるときは、次の各号に基

づき、電子くじにより落札者を決定する。

一 同価格の入札した者が電子入札事業者のみの場合

電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のう

え、落札者を決定するものとする。

二 同価格の入札した者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合

電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方

式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を

決定するものとする。

三 同価格の入札をした者が入札者が紙入札事業者のみの場合

その場で紙くじ（又は電子くじ）を実施のうえ落札者を決定するもの

とする。

③ 別添２及び３を以下のとおり差し替えるものとする。



別添２

別添３


